
 

令和６年３月亀山市議会定例会提出議案 

条例制定・改廃の背景及び趣旨 

 
                              頁 

議案第１号  亀山市手数料条例の一部を改正する条例・・・・１ 

議案第２号  亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提   

供に関する条例の一部を改正する条例・・・・・５ 

議案第３号  亀山市福祉医療費の助成に関する条例の一部   

を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・６ 

議案第４号  亀山市特定教育・保育施設及び特定地域型保   

育事業の運営に関する基準を定める条例の一   

部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・７ 

議案第５号  亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する   

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

議案第６号  亀山市地区コミュニティセンター条例の一部   

を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・９ 

議案第７号  亀山市石水渓キャンプ場施設条例の一部を改   

正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

議案第８号  亀山市営住宅条例の一部を改正する条例・・・１１ 

議案第９号  亀山市水道事業給水条例の一部を改正する条 

例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 



議案第１０号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部を   

改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

議案第１１号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴   

う関係条例の整理に関する条例・・・・・・・１６ 
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件   名  
亀山市手数料条例の一部を改正

する条例  

市民文化部市民課 
産業環境部環境課 
建設部建築住宅課 
消防本部予防課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

次のとおり、法律の一部改正等に伴う所要の改正を行うものです。  

（１）戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の一部が改正され、令和６年３月

１日から戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号の発行、本籍地以外の市

区町村における戸籍（除籍）謄本等の交付（以下「広域交付」といいま

す。）等が可能となることから、所要の改正を行います。  

（２）動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号。以下「  

動物愛護管理法」といいます。）の一部が改正され、犬猫等販売業者が犬

又は猫を取得したときは、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、当該

マイクロチップの情報の登録（当該犬又は猫の所有者が変更となったとき

は、変更登録）を行うことが義務化されました。  

これに伴い、狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）に基づく犬の

登録について、動物愛護管理法に基づく狂犬病予防法の特例制度※（以下

「特例制度」といいます。）が設けられ、本市は令和６年度から本制度に

参加することから、所要の改正を行います。 

※ 動物愛護管理法に基づく狂犬病予防法の特例制度とは、市町村長が、犬の所

有者が犬の登録をしたマイクロチップの情報の提供を環境大臣に求め、環境大

臣から当該情報の通知を受けたときは、犬の所有者から狂犬病予防法に基づく

犬の登録申請があったものとみなされ、装着されたマイクロチップは当該市町

村長が交付した鑑札とみなされる制度をいいます。なお、市町村長は、狂犬病 

予防法に基づき犬の所有者から犬の登録の申請があったときは、これを登録し、

鑑札を交付しなければならないこととされています。 

（３）地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）

の一部が改正され、令和６年４月１日から消防法（昭和２３年法律第１８６  

号）の規定に基づく危険物に関する手数料の標準額が見直されることから、

所要の改正を行います。 

（４）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部が改正され、令和６年

４月１日から既存不適格建築物※１（接道義務※２又は道路内建築制限※３が

不適格となっているものに限ります。以下同じ。）に係る大規模の修繕又

は大規模の模様替（以下「大規模修繕等」といいます。）に関する制限の 
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緩和に係る認定の制度が設けられることから、所要の改正を行います。 

また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号。以下「建築物省エネ法」といいます。）の一部が改正された

ことに伴い、併せて所要の改正を行います。 

※１ 既存不適格建築物とは、現存する建築物のうち、建築時点での法令等では適

法であったものが、その後の法令改正や都市計画の変更などにより不適合部分が

生じた建築物のことをいいます。 

※２ 接道義務とは、建築物の敷地は、道路に２メートル以上接しなければならな

いとする建築基準法で定める義務をいいます。 

※３ 道路内建築制限とは、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、

又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならないとする建築基準法で定め

る制限をいいます。 

２ 改正内容  

（１）戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号の発行手数料を定めます。また、

広域交付による戸籍（除籍）謄本等の交付手数料等は、亀山市に本籍地が

ある場合の手数料等と同額とします。  

＜別表第１（４の項から９の項まで（新６の項及び新９の項を含む。））

関係＞  

改正前  改正後  
戸籍謄本等の交付 １通につき４５０円  戸籍謄本等の交付 

（広域交付による交付

を含む。） 

１通につき４５０円 

  戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行 

戸籍電子証明書提供用識別

符号１件につき４００円 

除籍謄本等の交付 １通につき７５０円 除籍謄本等の交付 

（広域交付による交付

を含む。） 

１通につき７５０円 

  除籍電子証明書提供用

識別符号の発行 

除籍電子証明書提供用識別

符号１件につき７００円 

受理証明書の交付、

届書等の記載事項

証明書の交付 

１通につき３５０円 

（上質紙は１,４００円）

受理証明書の交付、届

書等の記載事項証明書

の交付、届書等情報内

容証明書の交付 

１通につき３５０円 

（上質紙は１,４００円） 

届書等の閲覧 書類１件につき３５０

円 

届書等の閲覧、届書等

情報内容を表示したも

のの閲覧 

届書等の閲覧、届書等

情報内容を表示したも

の１件につき３５０円 
※ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定める手数料の標準額と同額とし

ます。  

※ 戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号の発行は、新規事務となります。  

※ マイナポータルを活用する場合などにおいては、戸籍（除籍）電子証明書提供

用識別符号の発行手数料は、徴収しません。  
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（２）特例制度により、環境大臣から受けたマイクロチップの情報の通知に基

づき犬の登録を行う場合においては、狂犬病予防法に基づく犬の登録に係

る手数料の規定は、適用しないこととします。  

＜別表第１（１１の項）関係＞ 

（３）浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の

設置の許可の申請に対する審査に係る手数料の額を次のように改めます。  

＜別表第２関係＞  

危険物の貯蔵最大数量 
金額（１件につき） 

改正前 改正後 

１，０００キロリットル以上

５，０００キロリットル未満 
１１８万円 １４５万円 

５，０００キロリットル以上

１万キロリットル未満  
１４１万円 １７２万円 

１万キロリットル以上５万キ

ロリットル未満  
１５９万円 １９２万円 

５万キロリットル以上１０万

キロリットル未満  
１９５万円 ２３６万円 

１０万キロリットル以上２０

万キロリットル未満  
２２７万円 ２７４万円 

２０万キロリットル以上３０

万キロリットル未満  
４５５万円 ５６４万円 

３０万キロリットル以上４０

万キロリットル未満 
５８２万円 ７２４万円 

４０万キロリットル以上 ７０７万円 ８７９万円 

  ※ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定める手数料の標準額と同額とし

ます。 

（４）建築物基準法及び建築物省エネ法の一部改正に伴う改正 

ア 既存不適格建築物における建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）で定める範囲内の大規模修繕等※の認定申請に係る手数料の額を定

めます。 ＜別表第３関係＞ 

※ 建築基準法施行令で定める範囲内の大規模修繕等とは、既存不適格建築物の

用途（道路内建築制限が不適格となっている建築物にあっては形態）の変更を

伴わない大規模修繕等であって、特定行政庁が交通上（道路内建築制限が不適

格となっている建築物にあっては通行上）、安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認めるものをいいます。  
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＜大規模修繕等に関する制限の緩和に係る認定申請手数料＞  
区分  金額  

接道義務が不適格となっている建築物  ２７，０００円  

道路内建築制限が不適格となっている建築物  ２７，０００円  

イ 建築物省エネ法の題名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律」に改正されたことに伴う規定の整理を行います。  

＜別表第６関係＞ 

３ その他  

施行日は、令和６年４月１日とします。ただし、戸籍法の一部改正に伴い

改正する規定の施行日は、令和６年３月１日とします。  
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件   名  
亀山市個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例  

政 策 部 
ＤＸ・行革推進室 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「法」といいます。）の一部が改正され、

政令で定める日※から施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。  

 ※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の

一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）附則第１条の規定により、同法の

公布の日（令和５年６月９日）から起算して１年３月を超えない範囲内において

政令で定めることとされています。  

２ 改正内容  

法の一部改正に伴う規定の整理を行います。  

＜第１条、第２条、第４条及び第５条関係＞  

３ その他  

施行日は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律の施行の日とします。  
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件   名  
亀山市福祉医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例  
市民文化部  
市 民 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

子どもの福祉医療費助成については、小学生までを助成対象とする県制度

に加え、市独自で中学生を助成対象として実施しています。  

また、未就学児においては、県内の保険医療機関で医療を受けた場合は、

窓口無料化（現物給付）を実施している中、更なる子育て支援の充実を図る

ため、令和６年９月診療分から窓口無料化の対象を中学生まで拡大すること

から、所要の改正を行うものです。 

２ 改正内容  

県内の保険医療機関で医療を受けた場合における窓口無料化について、受

給資格者の年齢を１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

者まで拡大します。 ＜第９条関係＞ 

３ その他  

施行日は、令和６年９月１日とし、同日以後に受けた医療について適用し

ます。  
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件   名  
亀山市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

健康福祉部  
子ども未来課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号。以下「府令基

準」といいます。）の一部が改正され、特定教育・保育施設の重要事項※の

掲示に係る基準が見直されました。  

市における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定により、府

令基準に従い、又は府令基準を参酌して条例で定めることとされていること

から、改正後の府令基準と同様の基準を定めるため、所要の改正を行うもの

です。  

※ 重要事項とは、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用

申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる事項をいいます。  

２ 改正内容  

（１）改正された府令基準を参酌し、特定教育・保育施設の重要事項について、

書面による掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなけ

ればならないこととします。 ＜第２３条関係＞  

（２）その他府令基準の一部改正に伴う規定の整理を行います。  

＜第１５条、第３５条、第３６条、第４４条及び第５３条関係＞  

３ その他  

  施行日は、公布の日とします。ただし、重要事項の掲示に係る改正規定は、

令和６年４月１日から施行します。  
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件   名  
亀山市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例  
市民文化部  
市 民 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）の一部が改正され、国民健

康保険税の後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が引き上げられたことか

ら、所要の改正を行うものです。  

２ 改正内容  

国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額（後期分）の課税限度額を次

のように引き上げます。 ＜第２条及び第２６条関係＞  

  改正前  改正後  
後期高齢者支援金等課税額（後

期分）  
２０万円  ２２万円  

※ 国民健康保険税の基礎課税額（医療分）の課税限度額（６５万円）及び介護納

付金課税額（介護分）の課税限度額（１７万円）については改正を行いません。

そのため、今回の改正により、国民健康保険税の課税限度額（基礎課税額の課税

限度額＋後期高齢者支援金等課税額の課税限度額＋介護納付金課税額の課税限度

額）は、現行の１０２万円から１０４万円になります。  

３ その他  

施行日は、令和６年４月１日とし、令和６年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用します。  
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件   名  
亀山市地区コミュニティセンタ

ー条例の一部を改正する条例  
市民文化部  
まちづくり協働課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

現在の城東地区コミュニティセンターは、一般社団法人三重県建設業協会

から土地及び建物を借用した代替施設ですが、令和６年４月１日に新たな城

東地区コミュニティセンターとして建設した施設に移転することから、所要

の改正を行うものです。 

２ 改正内容  

城東地区コミュニティセンターの位置を次のように改めます。 

＜第２条関係＞ 

   改正前 改正後 

位置 亀山市東丸町５１７番地６ 亀山市東町一丁目８番８号 

３ その他  

施行日は、令和６年４月１日とします。  
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件   名  
亀山市石水渓キャンプ場施設条

例の一部を改正する条例  
産業環境部  
商工観光課  

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

昨今のキャンプブームにより冬季のキャンプ場施設の需要が高まっている

ことから、亀山市石水渓キャンプ場施設（以下「キャンプ場施設」といいま

す。）においても１年を通しての利用を可能とするため、所要の改正を行う

ものです。  

２ 改正内容  

キャンプ場施設の利用期間に関する規定を削り、指定管理者が特に必要が

あると認めたときは、市長の承認を得て、臨時にキャンプ場施設を休場する

ことができる規定を設けます。 ＜第５条関係＞ 

３ その他  

施行日は、令和６年４月１日とします。  
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件   名  
亀山市営住宅条例の一部を改正

する条例  
建 設 部 
建築住宅課  

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

亀山市公営住宅等長寿命化計画において用途廃止とする判定を行った市営

単独住宅について、入居者の退去が完了したことから、当該住宅の用途を廃

止するため、所要の改正を行うものです。  

また、野村団地住宅及び本町住宅の構造について公営住宅法施行令（昭和

２６年政令第２４０号）の規定に準じた表記とし、若山住宅の位置について

住居表示の記載錯誤を訂正するため、併せて所要の改正を行うものです。  

２ 改正内容  

（１）昭和２５年度建設の城山住宅の名称、位置等を定める規定を削除します。

また、これにより、本条例における全ての市営単独住宅が廃止となること

から、市営単独住宅に関する規定を削除します。  

＜目次、第１条、第２条、第３４条、第３９条、第５１条、第５２条か

ら第５４条まで及び別表第３関係＞  

＜用途を廃止する市営住宅＞  

市営単独住宅  

建設年度  名称  位置  構造  戸数  
昭和２５年度  城山住宅  関町新所１３９３番地１及び

１３９４番地３  
木造平家  ８  

（２）平成２７年度設置の野村団地住宅及び平成３０年度設置の本町住宅の構

造並びに平成２７年度設置の若山住宅の位置について、次のように改めま

す。 ＜別表第１関係＞  

  ＜構造を改める住宅＞ 

設置年度  名称  構造  
改正前  改正後  

平成２７年度  野村団地住宅  中層耐火３階  準耐火３階  

平成３０年度  本町住宅  中層耐火３階  準耐火３階  
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＜位置を改める住宅＞ 

設置年度  名称  位置  
改正前  改正後  

平成２７年度  若山住宅  若山町１番７―１０１  
号、１番７―１０２号、

１番７―１０３号、１

番７―１０５号、１番

８―２０１号、１番８

―２０２号、１番８―

２０３号及び１番８―

２０５号  

若山町１番６―１０１  
号、１番６―１０２号、

１番６―１０３号、１

番６―１０５号、１番

８―２０１号、１番８

―２０２号、１番８―

２０３号及び１番８―

２０５号  

３ その他  

施行日は、公布の日とします。  
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件   名  
亀山市水道事業給水条例の一部

を改正する条例  
上下水道部  
上 水 道 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

水道法（昭和３２年法律第１７７号）の一部が改正され、令和６年４月１

日から同法第１６条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変

更は、国土交通省令で定めることとなるため、所要の改正を行うものです。 

２ 改正内容  

  本条例で引用している「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改めます。 

＜第５条及び第２５条関係＞ 

３ その他  

施行日は、令和６年４月１日とします。  
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件   名  
亀山市消防団員等公務災害補償

条例の一部を改正する条例  
消 防 本 部 
消防総務課  

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第

３３５号。以下「基準政令」といいます。）の一部が改正され、令和６年４

月１日から施行されます。  

公務災害により支給される損害補償の額や内容等については、消防組織法

（昭和２２年法律第２２６号）の規定により、基準政令で定める基準に従い

条例で定めることとされていることから、改正後の基準政令の規定と同様の

取扱いとするため、所要の改正を行うものです。 

２ 改正内容  

（１）消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事

者の補償基礎額※の最低額を８，９００円から９，１００円に引き上げま

す。 ＜第５条関係＞ 

※ 補償基礎額とは、基礎額と扶養加算額で構成され、損害補償の支給額の算定の

基礎となるものをいいます。なお、この補償基礎額を基準として、補償ごとに定

められた算定方法で乗除した額が支給されます。 

（２）非常勤消防団員及び非常勤水防団員に対する損害補償に係る補償基礎額

を次のように引き上げます。 ＜別表関係＞  

階級  
勤務年数  

１０年未満 
１０年以上 

２０年未満 
２０年以上 

改

正

前  

団長及び副団

長  
１２，４４０円 １３，３２０円 １４，２００円 

分団長及び副

分団長  
１０，６７０円 １１，５５０円 １２，４４０円 

部長、班長及

び団員  
８，９００円 ９，７９０円 １０，６７０円 

改

正

後  

団長及び副団

長  
１２，５００円 １３，３５０円 １４，２００円 

分団長及び副

分団長  
１０，８００円 １１，６５０円 １２，５００円 

部長、班長及

び団員 
９，１００円 ９，９５０円 １０，８００円 
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３ その他  

施行日は、令和６年４月１日とします。  
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件   名  
地方自治法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例 

上下水道部上水道課 

下 水 道 課 

医療センター地域医療部病院総務課 

監査委員事務局 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部が改正され、令和６年４月

１日から施行されることに伴い、関係する４つの条例について所要の改正を

行うものです。  

２ 改正内容  

≪第１条による改正≫  

亀山市監査委員条例（平成１７年亀山市条例第９号）の一部を改正し、同

条例で引用している地方自治法第２４３条の２の２が第２４３条の２の８に

繰り下げられることに伴う規定の整理を行います。 ＜第７条関係＞  

≪第２条による改正≫  

亀山市水道事業等の設置等に関する条例（平成１７年亀山市条例第１３６

号）の一部を改正し、同条例で引用している地方自治法第２４３条の２の２

が第２４３条の２の８に繰り下げられることに伴う規定の整理を行います。  

 ＜第５条関係＞ 

≪第３条による改正≫  

亀山市下水道事業の設置等に関する条例（平成２６年亀山市条例第３２号）

の一部を改正し、同条例で引用している地方自治法第２４３条の２の２が第

２４３条の２の８に繰り下げられることに伴う規定の整理を行います。  

 ＜第５条関係＞ 

≪第４条による改正≫  

亀山市病院事業の設置等に関する条例（平成２７年亀山市条例第３６号）

の一部を改正し、同条例で引用している地方自治法第２４３条の２の２が第

２４３条の２の８に繰り下げられることに伴う規定の整理を行います。  

 ＜第６条関係＞ 

３ その他  

施行日は、令和６年４月１日とします。  

 
 
 


